
届出書記入要領等  

熊本県 環境保全課 

熊本市 環境政策課 

資料２ 



届出方法 

①電子での届出 
 

②磁気媒体（ＦＤ等）での届出 

  →過去2年間届出なし 
 

③書面での届出 

 



事業者  

電子届出の方法(流れ） 

製品評価技術基盤機構（NITE） 

使用届出書 

使用届出書 
ユーザーＩＤ 

とＰＷ 

ユーザーＩＤ 

とＰＷ 

ＰＲＴＲ 

電子届出 

ＰＲＴＲ 

電子届出 

一度申請すれば、翌年以降は申請の必要なし 

熊本県および熊本市 

クライアント
証明書 



いつでもボタン一つで届出 

  →封筒・紙・切手不要 
 

事業場データが入力不要 

昨年の届出と比較が可能 

  →間違いの減少（照会が減る） 
 

照会の際も、書類を探す必要なし 

  →控えが不必要 

 

電子届出のメリット 



ＨＰアドレス http://www.nite.go.jp/chem/prtr/itdtp.html 

使用開始届 



ＨＰアドレス 
http://www.nite.go.jp/chem/prtr/itdtp.html 

使用開始届 



窓口へ提出する日 

「熊本県知事」 

（熊本市内の
事業者は 

「熊本市長」） 
と記入 

届出を行う時点の 

住所・名称・代表者名 

いずれかを選択 

担当者名等を記入 

事業所について記入。
※「○○株式会社
△△工場」ではなく、
「△△工場」と明記 



届出者が委任されている場合 



作成開始（電子システムログイン） 

＜ＮＩＴＥホームページ中段＞ 

http://www.nite.go.jp/chem/prtr/dtp.html 



作成開始（電子システムログイン） 



ＰＲＴＲ電子届出システム 

※ブラウザの戻るボタンで戻らない 

 （15分間システムに入れなくなります） 



届出方法 

①電子での届出 
 

②磁気媒体（ＦＤ等）での届出 

  →過去5年間届出なし 
 

③書面での届出 

 



書面届出作成の準備 

【届出書の構成】 
 ①本紙：事業場情報 

 ②別紙：排出量・移動量の記載 

 

【作成方法】 
 

 １．様式（Word, 一太郎, PDF）に直接記入 

  →http://www.nite.go.jp/chem/prtr/simenntd.html 
 

 ２．PRTR届出作成支援システム 

  → https://www.prtr.nite.go.jp/ncss/index.page 
 

 ３．PRTR届出作成支援プログラム 

  →http://www.nite.go.jp/chem/prtr/shien.html 



届出の日を記入 

届を行った日時点の住所・
名称・代表者名 

   大臣（熊本県知事）
と記入。主務大臣とは記
載しない。大臣名につい
ては説明参照 

把握年度4月１日の名称 

前回から変更があった場
合のみ記載 

事業所について記入。
なお、○○株式会社
△△工場ではなく、
△△工場と明記 

把握年度4月１日時点
の従業員の数 

PRTRの届出対象業種を
記入（事業所ごと） 

通常は「無し」を選択 

忘れ易い 



熊本市内の事業所の 

届出書で注意が必要な箇所 

熊本市内の事業所は 

熊本県知事ではなく熊
本市長 



届出者が委任されている場合。 

委任状の添付は必要ありませんが、社内で適切な委任行為をおこなっていてくだ
さい。 



化学物質が若い順番
から、別紙番号を記
入してください。 

化学物質番号が変更に
なっています。ご注意くだ
さい。 

有効数字二桁で記入 

１ｋｇ未満は少数第２位
を四捨五入する。 

(ダイオキシン類を除く） 

公共用水域に排出する
場合は、河川名を記入 

下水道に排出する場合
は下水道名を記入 

廃棄物として移動する
場合は、処理方法・性状
を記入。マニュフェスト
伝票を参照してください。 



共通事項（１） 
届出日 届出を行った日 

主務大臣 業種によって異なる。 

（主務大臣と記載しない） 

届出者住所・氏名 

 

届出日時点での届出者・
住所氏名（ふりがな、郵便
番号を忘れずに） 

事業者の名称 把握年度の4月1日時点
の事業者 

前回の届出 前回の届出時の事業者と
事業所の名称が異なる場
合のみ記載 



共通事項（２） 

従業員の数 把握年度の4月1日時点

の常勤の事業所に勤める
従業員の数 

主たる業種・従たる業種 PRTRの対象となっている

業種のうち、その事業所
で行っているもの全て 

別紙枚数 化学物質ごとに別紙を作
成します。その枚数を記
入してください。 

法６条第１項の請求の有
無 

通常は「無し」を選択してく
ださい。 



共通事項（３）主務大臣 

業種ごとに対応する主務大
臣（農林水産大臣、経済産
業大臣等）を選択してくださ
い。 

届出の手引きp64参照 



共通事項（４） 

• 把握年度の4月１日時点の情報 

• 事業所のみの人数（事業者全体ではない） 

• 把握年度の前年度の２月及び３月に18日以
上使用されている者（パート、嘱託、アルバイ
トを含む） 

• 同一事業所内で対象業種に該当しない事業
に従事する者も含む。 

常時使用される従業員の数 

届出の手引き P36参照 



共通事項（５） 

有効数字は２桁 

ダイオキシン類は少数点以下全ての桁まで
記載。 

ダイオキシン類特別措置法に従いTEQ換算
し、算出する。 

 

ダイオキシン類について 

排出量算出マニュアル Ⅱ－８３参照 



共通事項（６） 



湖沼 

   湖沼、ダム、ため池等に排出している場合、排  

 出先から最初に流入する上記表中の河川名または 

 下記の海域の名称を記入。 

 

海域 

   有明海・八代海・天草西海 

 

県外の河川に排出先がある場合 

   環境省ＨＰから該当する河川を検索し、記入。 
http://www.env.go.jp/chemi/prtr/notification/submit/suiiki_name.html 

共通事項（７）排出河川名等について 



共通事項（８）下水終末処理場について 

下水道へ接続されている場合、契約先
の市町村下水道担当課又は公社等へ
お尋ねください。 



送付書類の順序 



http://www.nite.go.jp/chem/prtr/shien.html 

ＮＩＴＥのプログラムファイルをインストールして使用 

PRTR届出作成支援プログラム 



https://www.prtr.nite.go.jp/ncss/index.page 

ホームページ上で書面届出の支援をするシステム 

PRTR届出作成支援システム 



PRTR届出作成支援システム 

ガソリンスタンドの事業者の方はクリック 

必要事項記入 



PRTR届出作成支援システム 

この部分を記入すると、別紙を自動作成 



提出後、記載事項に変更が生じた場合に提出。 
 

Ｈ２１年度実績分以前の届出済み案件については
旧様式の本紙・別紙を使用。 
 

修正等は過去５年に遡って修正可能。 
 

電子届の場合は、インターネットで手続き可能。 
 

変更届は、当初、電子で届出を行った場合は電子、
書面で行った場合は書面で提出。 

 
参考ＵＲＬ（ＮＩＴＥホームページ） 

    http://www.nite.go.jp/chem/prtr/simenntd.html 

 ※改正前 http://www.nite.go.jp/chem/prtr/kaiseimae/prtr.html 

PRTR変更届出 



お問い合わせ先（熊本県・熊本市） 

熊本県環境生活部環境局環境保全課 

  大気・化学物質班 担当 

  TEL:096-333-2269  

  FAX:096-387-7612 

  E-mail:kankyouhozen@pref.kumamoto.lg.jp 
 

熊本市環境局環境政策課 

  環境保全班  

  TEL:096-328-2427  

  FAX:096-359-9945 

  E-mail:kankyouseisaku@city.kumamoto.lg.jp 



お問い合わせ先（ＮＩＴＥ） 

 PRTR届出システム・PRTR届出作成支援プログラム／
PRTR届出作成支援システムに関するお問い合わせ 

  【PRTRシステムサポート】 

 TEL：03-5465-1683 （平日9:00~12:15, 13:15~17:30） 

 E-mail：info_prtr@nite.go.jp 
 

 

 PRTR届出物質・届出要件・排出量算出方法に関するお問
い合わせ 

  【PRTRサポートセンター】 

 TEL：03-5465-1681 （平日9:00~12:15, 13:15~17:30） 

 E-mail：support_prtr@nite.go.jp 
 

 ※FAX：03-3481-1959 （共通） 


